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「隅田川沿川厩橋周辺地区地区計画」（案）の策定等について 地域産業都市委員会 

令和５年９月２１日 

２ 地区計画（案）の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ はじめに 

区民・事業者・行政が一体となって持続的に成⾧する
魅力あるまちの実現に向け、令和５年３月に「隅田川沿
川地区（蔵前橋～駒形橋周辺）まちづくり方針」を策定
したところである。 

本方針に定めた「まちの将来像」を実現していくため
には、今後予定されている大規模開発を適切に誘導す
る必要がある。 

このことから、大規模開発予定地を含む区域を対象
に「隅田川沿川厩橋周辺地区地区計画」を策定する。 

なお、地域住民との意見交換により、取りまとめた
「地区計画（案）の枠組み」は、引き続き、東京都及び
大規模開発事業者との協議を進め、地区計画（原案）と
して作成し、本年11月から都市計画手続を開始する。 
 

（１）地区計画の名称等 

■地区計画区域と地区の区分 ■地区施設の配置 

●名 称：隅田川沿川厩橋周辺地区地区計画 

●位 置：墨田区本所一丁目３番・４番（住居表示） 

●面 積：約１．６ha 

（２）地区計画に定める目標及び方針 



２ 

3 都市開発諸制度の活用及び高度地区の変更について 

４ 今後のスケジュール（案） 

（参考）地区施設等の整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地区整備計画区域に定める主な制限 ※地区整備計画区域とは「水辺の活力誘導地区」を指す。 

大規模開発を適切に誘導するため、地区計画を定めるほか、都市開発諸制度の活用を予定し

ている。 

 本制度の活用にあたっては、建築物の高さを新たに定めることから、大規模開発予定地にお

いて、現行の高度地区（22m 高度地区、35m 高度地区）の指定を解除する。 

 なお、都市開発諸制度の活用及び高度地区の変更については、地区計画の策定にあわせ、都

市計画手続を行う。 

★ ★ ★

2月 3月

都市計画案作成・説明

都市計画法に基づく手続

都市計画審議会開催

まちづくりニュース発行

令和５年度

都市計画決定

地区計画条例改正

大規模開発事業
（予定）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
9月 10月 11月 12月 1月

原案説明

基本・実施設計

原案作成

（地区計画・都市開発諸制度・高度地区）

案説明

16条縦覧 19条協議 17条縦覧

令和6年6月

工事

（令和7年２月

～令和10年３月）

解体工事

現

在

■平面イメージ 

■断面イメージ 


